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　注目の裁判がスタート

　「裁判所は空襲被災者・遺族の訴えに真
摯に耳を傾けて」——３月４日、大阪空襲
訴訟の第１回口頭弁論が大阪地裁（大島眞
裁判長）で開かれ、原告の訴えが初めて法
廷に響きました。弁護団は意見陳述で、裁
判の目的は、戦後６３年以上にわたり被災
者・遺族を放置する政府の責任を正し、基
本的人権を回復することだと明らかにしま
した。東京大空襲訴訟に続き、空襲被害者
が国に謝罪と賠償を求める全国２例目の集
団訴訟が実質的にスタートしました。
　口頭弁論は午後３時すぎから、２０２号
法廷（大法廷）で始まりました。入廷した
原告１５人は裁判官と向き合う形で証言台
の前に座り、８０席ある傍聴席は満席に。
入りきれなかった傍聴希望者は４０人以上
にのぼりました。
　まず、原告代表世話人の安野輝子さん

（69）が意見陳述。６歳の時、右足に爆弾
の破片の直撃を受けて始まった苦しみから
説き起こし、国に援護を求めながら裏切ら
れ続けた経緯や、万策尽きて提訴に至った
思いを２０分間かけて訴えました。
　途中、涙で言葉が詰まった場面がありま
した。大阪大空襲で顔にやけどを負い、民
間戦災者の援護立法運動に一緒に取り組ん
だ同い年の片山靖子さんが、３０代で自ら
命を絶ったことに触れた時です。
　「もし、このまま空襲被災者が沈黙すれ
ばどうなるのだろうかと考えました。戦争
によってむちゃくちゃにされた人生は何事
もなかったかのように消え、戦争を引き起
こした国の責任は、未来永劫うやむやにな
ります」「裁判を通して国の責任を明確に
することは、生かされた私にできる最後の
務めだと思っています」
　静かな法廷に重く響く安野さんの言葉に
原告たちは何度も肯き、傍聴席では目を赤

第２,３回口頭弁論
 日程は以下の通り
第２回■６月３日（水）午後２時
第３回■７月27 日（月）午後２時
＝大阪地裁大法廷（202号）＝

  皆さんにはハガキで事前に案内します

原告団・支える会　http://www.osaka-kusyu.org/blog/　　
弁　　  護　  　団 http://o-bengosi.hp.infoseek.co.jp/osaka-kusyu/

インターネットでも随時
情報を提供しています。（　　  　　）第 ２ 号    

2009 年３月２０日 

初めての口頭弁論に臨む原告団

3月 4日に第１回口頭弁論 80席の傍聴席を埋め尽くして始まる

原告側「空襲被災者放置は不正義」
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く腫らす人もいました。

　裁判官も、身を乗り出すように

　続いて、弁護団１３人を代表して井関和
彦弁護団長が立ち上がり、裁判開始にあ
たっての弁護団の考えを述べました。「戦
争継続に執着した国家の失態によって、米
国の大量集中爆撃の標的にされた空襲被害
者に救済が与えられていないのは、まこと
に不可解で不平等」と怒りを込めて指摘。
空襲被害の実態を正しく把握しない限り結
論は下せないとして、裁判所が原告一人ひ
とりの声に耳を傾けるように求めました。
　大空襲の実態を再現しようと、大前治弁
護士が焼け野原になった大阪市街をスライ
ドに映し出したときです。傍聴席を埋めた
支援者はもちろん、裁判官も身を乗り出す
ようにして注目しました。小田勇一弁護士
は、空襲被災者への援護法制を整備しな
かった国には「立法不作為の違法性」があ
ると判例を示しつつ説明。
　新幹線で駆けつけた東京大空襲訴訟弁護
団の水田敦士弁護士は「東京訴訟を通じ

て、空襲被災者がＰＴＳＤ（心的外傷後ス
トレス障害）をしのぐショックを受け、現
在も被害が継続していることが明らかにさ
れた」と訴えました。
　終わりに、大島裁判長は６月３日と７月
２７日の口頭弁論を引き続き大法廷で開く
と伝えました。大法廷での連続開廷は、裁
判所がこの訴訟を「重大事件」として位置
づけた証しと言えます。

　国は「戦争損害受忍論」を主張

　ところで、国側はこの日、原告の請求の
棄却を求める答弁書を裁判所に提出しまし
た。その理論的柱は「戦争損害は、国民が
等しく受忍しなければならない」という
１９８７年の最高裁第二小法廷判決で示さ
れた「戦争損害受忍論」です。これは旧軍
人偏重の補償政策を追認し、一般市民に我
慢を強いる不公正な考え方で、東京大空襲
訴訟でも大きな争点となっています。大阪
空襲訴訟も今後、この『戦争損害受忍論』
をめぐる攻防を軸に展開するとみられま
す。

これからの私たちのために
会社員　杉本晴佳（23）

　２３歳の私は、大阪大空襲についてほと
んど何も知らず、「なぜ６０年以上たった
今、訴訟を起こそうと思ったのか」という
疑問だけを持って、初めて傍聴席に座った。
　裁判の中で、大阪大空襲で受けた体と心
の傷は、６０年経っても消えないというこ
とを感じるとともに、安野さんが、この裁
判を起こしたきっかけについて、「イラク
への派兵を見て、生き残った私たちが声を
上げなければと思った。二度と戦争を起こ
さないために」と話されているのを聞き、
これからの日本を生きる私たちのために
も、戦ってくれていると思った。

涙にも国は口を開かず
関西大学２年　池邊文香（20）

　厳しい寒さの中、傍聴席抽選券を求めて
１２０人もの人たちが並んだ。しかし、こ
こで安心してはいけない。参列者に若い世
代が圧倒的に少なかったからだ。
　戦争、と聞くと私たちの世代はどこか自
分とは関係ないと思ってしまう。だが６４
年経った今も、戦争で負った傷と平和の存
続をめぐる裁判は起こっている。裁判の中
で、安野輝子さんの涙にも弁護団の熱い問
いかけにも国側は口も開かなかった。これ
は傍聴しなければ分からない、今も続く戦
争の現実だ。私たちの世代もこの裁判を知
り、参加することで恐ろしいほど私たちの
すぐそばにある戦争を感じてほしい。

口頭弁論を傍聴した若い世代の感想
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　第一回口頭弁論の終了後、大阪地裁の近
くの北浜ビジネス会館で、報告集会が開か
れました。原告・弁護団や傍聴者の皆さん
のほか、抽選にはずれて傍聴できなかった
皆さんも駆けつけて１００人以上が参加。
立ち見の人もでるほどの熱気でした。
　井関和彦弁護団長の挨拶の後、弁護団事
務局長の高木吉朗弁護士が、訴状の内容や
口頭弁論の流れを説明。この中で、涙も交
えた原告の安野輝子さんの意見陳述が傍聴
者の心を揺さぶり、裁判官も熱心に聴き入
っている様子だったと報告されました。
　西晃弁護士は、国が提出した答弁書の内
容を解説。原告の訴えにまったく耳を貸そ
うとしない国の身勝手な主張に、怒りを感
じずにはいられませんでした。続いて、空
襲訴訟の先輩格である東京大空襲訴訟の城
森満・原告副団長が力強く挨拶し、東京訴
訟の判決が早ければ今年夏にも言い渡され
ることを明らかにしました。

　支える会呼びかけ人の足立こずえさん、
網信二さん、久保三也子さんらもマイクを
握り、「裁判傍聴は初めて」という大学生
の皆さんも感想を述べてくれました。最後
に、次回も多くの方々に傍聴を呼びかける
ことや、たとえ長い闘いになっても、あき
らめることなく運動を広げていくことを確
認しあって終了しました

　        

　私は大阪空襲訴訟の傍聴に大阪地裁へ
行きましたが、地裁の傍聴席８０名に予
想を超える１２０名以上の参加者があっ
て、抽選となりました。残念ながら見事
にハズレて報告集会を行う別会場で２時
間近く待つハメとなりました。
　報告集会では、東京空襲訴訟の弁護
団をはじめ各関係者の
方々が多数参加してお
られ、今回の裁判につ
いての感想や思いを聞かせてくれました。
　中でも、今回の弁護団長が、原告安野
さんの「訴え」は感動的で涙を抑えるこ
とができなかった、と声を震わせ、裁判
官にも影響を与えたに違いないと話さ
れ、そのあと話された幾人かの方々も、
安野さんに心揺さぶられたと報告されて

いたのが印象的でした。
　しかし、国家権力というものは、そん
なに甘いものではないのが実態です。弁
護団もそれを踏まえたうえで、国の責任
として①戦争を始めた責任　②終えるの
を遅らせた責任　③空襲に「逃げるな」
と命令した責任　この３つの責任を真摯

に粘り強く追及し
てゆきたいと決意
を述べておられま

した。
　「私は戦争には絶対反対です。嫌いで
す。子や孫に決して自分が負ってきた体
験をさせたくない」と言って、折れて陥
没した左腕を見せ、自分の書いた本の一
節を静かに読まれた老婦人の姿に大きな
拍手が湧き上がりました。

報告集会であいさつする井関弁護団長

弁護団が提訴の内容などを解説
    　会場は立ち見が出るほどの熱気に

              
  報告集会で感じたこと

堺市南区　福山功勝

報
告
集
会
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　長野県松本市に住んで
いる、原告の山﨑恒廣で
す。７５歳になります。
　去年の秋、地元の新聞
の信濃毎日新聞に、大阪
空襲の遺族や負傷者らが
国に損害賠償と謝罪を求

める裁判を起こす準備を進めている、とい
う記事が出ました。
　この記事を見た翌日、信濃毎日新聞社に
電話しました。記事は、共同通信社が書い
たものであることがわかり、今度は、共同
通信社に電話しました。そこで、原告の代表、
安野輝子さんの連絡先を教えてもらい、す
ぐに安野さんに電話して、「原告になる」と
伝えました。私が原告に加わったのは、も
し父が生きていたら、きっとこの裁判に参
加しただろうと、思うからです。
　私は、第１次大阪大空襲があった昭和
２０年３月、父の故郷の長野県上田市に縁
故疎開していました。当時、私は１５歳で
した。

　空襲で幼少の弟は行方わからず

　大阪市西成区の今宮駅近くにあった実家
には、父と弟が暮らしていました。
　そして、３月１３日に最初の大空襲が大
阪を襲いました。当時、父は警防団に入り、
空襲から逃げ回る近所の人たちを誘導して
いたということです。父は命を奪われるこ
とはなかったのですが、弟の行方が分から
なくなりました。当時、弟は４歳か５歳で
した。この年に、学校に上がることになっ
ていたと記憶しています。

　弟の行方が分からないまま、父は、その後、
大阪を離れ、私と長野県松本で暮らすよう
になりました。

　戦災孤児の情報で何度も大阪に

　松本に移ってから、昭和２１年から２３
年ごろまでの新聞に、戦災孤児の情報が出
ていました。写真と名前、年齢の３つが出
ていたんです。父は、この戦災孤児の記事
をよく見ていました。
　その中で、父は弟と同じ年齢で、名前が
不詳、そして弟に似ている写真を見つけて
は、松本から幾日もかけて、大阪に行って
いました。弟を捜しにです。父にしてみれば、
弟は、いつまでも生きていると思って探し
に行ったんだと思います。こうした松本と
大阪の往復は、２年ほど続きました。

　弟の骨を見ることなく父は他界

　弟はどこで亡くなったのか、弟の骨は結
局、どこにあるのかわかりませんでした。
父は、弟の骨を見ることなく、６５歳で亡
くなりました。
　父が弟を探しに大阪に行っていた２年間、
その苦労を、当時１５歳だった私は、身近
に見ていました。もし父が生きていたなら
ば、必ず、この裁判には参加していたはず
です。私は、父に代わって、原告団に加わ
りました。
　爆死した人たちのことを考えると、国は、
賠償と謝罪をしてほしいし、弟を探しに、
松本と大阪を往復して、大阪を歩き回った
父に対しても、国は無責任だと思います。

（写真撮影　鈴木賢士、聞き手　文箭）

　弟を捜し求めた父の無念を‥‥　		
	 	 原告　山﨑		恒廣（長野県松本市在住）　　
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　　大嶋 晴市さん　 　 堺市中区

　三月四日の訴訟の当日、出席できず息
子が代わりに出席、様子を報告するよう
申しておきましたが、大盛会で入場でき
ず会費（３０００円）のみ納付だけした
との返事あり申し訳ありませんでした。
尚、大盛会でありし事の報告をうけ、お
喜び申上げます。
　朝日の、「私の視点」を読み五日の安
野様の記事を読み、国にだまされて過ぎ
し八十年の数々を思い出し、くやし涙し
ております、一人ぼっちで老人施設で暮
らす我々に青春はなく働けた身が幸せ
だったのか、残念な人生でした。
　安野様、頑張って下さい、陰ながら応
援申し上げます。

　　中田 進さん（71）　   京都市

　国会でまともに審議せず、国はまった
くひどい！　こんなに長い間・・・もう
これ以上待てない！　司法は歴史に残る
判決を！　　　　

　　
鍋嶌 孝之介さん

 　城東区 
　あの空襲の夜から戦後欠乏の時代、今、
孫があの時の歳に。この子らに二度とは
ないようにご奮闘を。

　　深井 英一さん 　千葉市 

　募金を送金します。同じ美浜区の小
宮さんご夫妻に大変お世話になってい
ます。お姉さま（安野輝子さん）のこ
とお聞きしています。戦争、国の責任
を訴えてください。再び戦争をしない
国、日本国憲法を守るため私たちの町
にも、9 条の会を結成しました。
　

　　齋藤 諦
たいちょう

暢さん　　 羽曳野市

　今時の若者は過去の戦禍の自覚も薄
く、寒心に耐えません。挫けることなく
御健闘をを念じ奉ります。誠に僅少なが
ら空襲損害賠償訴訟の運動資金にお使い
ください。　

　　小倉 孝雄さん　　  堺市西区

　原告安野さんの意見陳述には感動し、
涙しました。若い弁護士さんが両親の年
代にあった空襲被害を堂々と語るところ
には、この世代としてうれしく、また励
まされました。勝利が手に出来るよう支
援を頑張ります。憲法９条の会の活動に
もはずみがつきます。

　　北村 嘉子さん 東大阪市 

　昭和 20 年 6 月 7 日の空襲で家と母親
を亡くし、残った私も 80 歳を超える歳
になり、支える会に出席するのも無理な
ように思います。心ばかりですが、頑張っ
て下さい。

＊郵便払い込み用紙や 3 月 4 日の報告
集会のアンケート用紙に記入された貴重
な励ましのメッセージの中から一部を掲
載させていただきました。

支援者の皆さんの

励ましの言葉
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　大阪を襲った最初の大空襲から６４年目
の 3 月 13 日、支える会代表の矢野宏さん
が、大阪空襲訴訟の原告たちの思いを記し
たブックレット『大阪空襲訴訟を知ってい
ますか』を、せせらぎ出版から上梓しまし
た。

　「なぜ、いま提訴す
るのか」「なぜ、空襲
は起きたのか」「裁判
で何を訴えるのか」「原
告たちの訴え」という
４章で構成され、弁護
団による訴状の概要も
掲載しています。
　ご存知のように、戦
後 60 年以上たっても、
国は、旧軍人・軍属、
その遺族に恩給や年金
を支給していますが、
民間の空襲被災者には
何の補償もしていませ
ん。戦争という国の存
亡にかかわる非常事態
のもとでは、国民は等
しく耐えなければなら
ないという「戦争損害
受忍論」をとっている
からです。
　大阪空襲訴訟では、「戦争損害受忍論は、
法の下の平等をうたった憲法に違反してい
る」「無謀な戦争に突入し、戦争終結を遅
らせたことで甚大な空襲被害を招き、その
後も民間の空襲被災者を救済せず、放置し
た『不作為の責任』がある」と主張してい
ます。
　提訴２週間前の昨年 11 月、大阪市内で

開かれた原告団結成式で、原告団代表世話
人の安野輝子さん（69）が提訴へ向けて
の決意をこう語っています。
　「私たちのように空襲で傷害を負ったり、
肉親を奪われたりした者にとって、我慢し
なさいという国の姿勢そのものが乱暴なも
のであり、尊厳を傷つけるものです。
　裁判を通じて、国に『戦争損害受忍論』
を撤回させ、すべての民間の戦災被害者に

補償をする国に変えさ
せるきっかけをつくり
たい。それが子や孫
に戦争をしない平和
な国を残すことにも
つながると思います」
　そんな安野さんら
原 告 た ち の 思 い を
知ってもらいたいと、
矢野さんは正月返上
でパソコンに向かい
ました。３月４日の
第一回口頭弁論には
間に合わせたかった
そうですが、他の仕
事も重なり、書き上
げたのは２月に入っ
てから。
　二人三脚を買って
出てくれた出版元の

「せせらぎ出版」（☎

０６−６３５７−６９１６）の尽力がなけ
れば、３月13日の完成は到底ありえなかっ
たと語っています。
　『大阪空襲訴訟を知っていますか——置
き去りにされた民間の戦争被害者』は、定
価７００円（税込み）。大阪市内の大手書
店で先行販売しており、全国の書店に並ぶ
のは３月下旬ごろ。なお、支える会でも取
り扱いします。（チラシ裏に詳細）

戦争損害受忍論は憲法違反

国に“不作為の責任”と主張

支える会矢野代表が
ブックレットを執筆
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かけました。
　往来の激しい駅前であり、ビラを受け
取ってもらうのにも一苦労でしたが、最終
的に約１３００枚を配布することができま
した。写真＝ビラを配布する原告と通行人

　東京大空襲から 64 年となる３月 10 日、
「歴史に残る公正な判決を！」をスローガ
ンに、「東京大空襲訴訟２周年　人間回復
をめざす大集会」が東京都台東区の浅草公
会堂で開かれ、１１００人が参加しました。
　集会では、原告団を代表して星野弘団長
があいさつに立ち、「５月 21 日には最終
弁論が予定されているが、それまでに公正
な裁判を求めるための 30 万人署名を集め
たい」と協力を呼びかけました。　
　大阪空襲訴訟団からも原告団代表世話人
の安野輝子さん、弁護団の井関和彦団長、
支える会代表の矢野宏さんがそれぞれエー

　第一次大阪大空襲（１９４５年３月１３
日深夜から同１４日未明）からちょうど
６４年となる３月１４日、大阪空襲訴訟の
原告団・弁護団・支える会の約３０人が南
海難波駅前で、「国は謝罪と賠償を」と刷
り込んだビラを配る街頭活動をしました。
　この日は朝から大雨でしたが、ビラ配り
を始める午後２時前には晴れ間が広がり、
胸をなで下ろしました。
　難波駅前には先に、養護学校の存続を訴
える団体が展開しており、リレートークは
この団体と１０分間隔でマイクを交換し
ながら行いました。「６４年前、この難波
もＢ２９によって焼き尽くされたのです」

「６４年も苦しんできました。このままで
は死にきれません」「民間の被災者に一切
援護がないのは憲法の平等原則に反しま
す」−−。原告の実体験に裏打ちされた訴
えを通して、道行く人に裁判の支援を呼び

      ３月14 日  リレートークとビラ配布で訴え

 東京訴訟２周年集会に1100人
　　注目の判決は夏か秋頃に　
〜大阪からも 3 名が連帯の挨拶〜

ルを送り、ステージに並んでいる東京大空
襲訴訟の原告、弁護士と固い握手を交わし
ました。
　そのあと、弁護団の中山武敏団長が裁判
の到着点と今後の展望について説明し、「判
決は夏か秋ごろ予定されているが、司法に
関わる者の人権感覚が問われている」と発
言しました。
　二部では、作家の早乙女勝元さんが「東
京大空襲と私」と題して講演。「民間の空
襲被災者にはビタ一文も出さないのに、昨
年、軍人・軍属などへ支払われた恩給費は
７８００億円。これでは民主主義とは言え
ない。今こそ『民』を取り戻しましょう」
と述べました。　アピール文が読み上げら
れたあと、原告副団長の城森満さんが「若
い世代を二度と戦場へ送らない」と訴え、
集会を締めくくりました。

大空襲 64 年目に難波で宣伝活動



（ 8 ）　　　　　　　　　　　　　大阪空襲訴訟ニュース第 2 号　　　　　　　　　2009 年３月 20 日

原 告 団 　安野輝子＝電話 072-271-5364
  　〒 593—8325　堺市西区鳳南町 5—517—69
  　メール　genkoku@osaka-kusyu.org　

弁 護 団 　高木吉朗＝電話 06—6942—7860　FAX.06—6942—7865
  　〒 540—0033　大阪市中央区石町 1—1—7 永田ビル４階
    　　大阪中央法律事務所内
  　メール　bengo@osaka-kusyu.org

支える会　谷川　眞＝電話 090—3357—4635 　FAX.072—253—3340
  　〒 591—8021　堺市北区新金岡町 4—2—10—506
  　メール　sasaeru@osaksa-kusyu.org　　 

会 の 目 的  原告の法廷内外での運動を物心両面で支え、訴訟の意義を社会に広め、将来
  の政治解決（援護法の制定など）を引き出す基礎を担うべく、訴訟にあわせ
  て設立された市民団体です。
会　　　費　一口 3000 円（個人会員）
募　　　金 一口 1000 円　何口でも。（募金だけのご協力も歓迎致します）
会員のみなさまには
  1）裁判の進行状況をニュースでお知らせします。
　  2）裁判の日程、政府、国会などの要請行動などの日程を連絡します。
　  3） ご都合のつく範囲内で、集会や署名活動、裁判傍聴への参加をお願します。

■会費・募金は郵便振替口座でお願いします■

　 ＜口座番号＞００９００—３—１７０５５７
　 ＜加入者名＞大阪空襲訴訟を支える会
　　 （原告団、支える会にご連絡いただければ、専用の用紙をお送りします）

　　大阪空襲訴訟を支える会　会計報告（2008 年 9 月〜 2009 年 2 月）
　 　 　

　収入の部 　金　　額 支出の部 金　　額
　会費収入 571,000 　通信・発送費 22,010
　募金収入 507,000 　事務文具費 13,301
　雑収入 0 　会議費 3,600

　広報費（ニュース） 101,386
　旅費交通費 1,900
　印刷費 92,280
　加入者負担手数料 19,100
　雑費 23,000
　＜支出小計＞ ＜ 276,577 ＞
　繰り越金 801,423

　収入 合 計 1,078,000 　支 出 合 計 1,078,000

裁判での勝利と政治解決への道筋を切り開くために

　昨年９月に原告団準備会が支援組織の結
成を呼びかけてから半年間の会計報告です。
短い期間にもかかわらず多額の活動資金を
集めることが出来たのも多くの皆さんのご
協力のおかげです。ありがとうございまし
た。裁判の進行に伴って運動が広がり、活
動資金も必要になりますのでこれからもご
支援のほどよろしくお願いします。
なお、３月はたすき購入、東京訴訟二周年
集会派遣、報告集会会場費、ニュース発行
などで 25 万円ほどの支出があります。


